
  

 

 緊急対策 
 
１． 目 的 

全国大会における会場管理の安全を期し、以て不測の事態による人的災害を最小限に軽減するために

以下の緊急時対策をとる。 

２． 予防体制 

① 各担当者は、それぞれのポジション内の整理については、特に注意し、不必要なものは置かないよう

にする。 

② 入場開始１時間前に、役員及び係員全員で、消防器所在などの会場内事情を確認するとともに不審物、

危険物の有無の点検を徹底的に行う。多少でも疑わしきものがあった場合には、大会本部に各担当責

任者を通じ連絡すること。 

③ 開会３０分前に再度確認する。 

３．緊急事態発生の場合 

① 火災発生の場合 

ア． 火災発生の発見者は、直ちに初期消火体制をとるとともに、臨席の消防官・警察官に通報、また、

各担当責任者に連絡すること。 

イ． 各担当責任者は、大会本部に通報し、大会本部は消防署に通報する。 

ウ． 臨席の消防官または警察官の指示は、各担当者が受け本部に連絡する。 

エ． 初期消火については、会場内所定の消火器の操作要領を、各担当責任者が関係係員に確認してお

くこと。 

オ． 来場者の避難誘導については、大会本部からの連絡（放送）により、来場者を混乱させることな

く、あらかじめ定めた通路を使って誘導を行う。 

② 地震の場合 

ア． 来場者に対して、まず冷静に対処することを放送・ハンドマイクなどで呼びかけ、本部の状況判

断を待ち、避難を要する場合は各出入口を使って館外に誘導を行う。 

  誘導にあたっては、各担当責任者、臨席の消防官・警察官の指示を受ける。 

③ けが人・病人発生の場合 

ア． けが人・病人が発生した場合には、各担当者を通じて大会本部に通報し、その指示を受け、救護

係員の到着を待つこと。 

イ． 各担当者は本部に通報する。 

ウ． 大会本部は、救護班に待機場所を通報し、必要がある場合は、大会本部より救急車の出動を要請

する。 

エ． 救護所は、医務室に設置する。 

 

 

 




